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＜記載例＞ 

毒物劇物販売業店舗の平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜店舗の平面図 記載注意事項＞ 

・ 定規等を用いて縮尺で正確に作成すること。 

・ 出入口、通路を明確に記載すること。 

・ 毒物劇物保管場所を明確に記入すること。 

なお、薬局との兼業の場合、調剤室、試験室には貯蔵設備を設けないこと。 
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